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1. 台場シャトルバス導入の背景及び目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背景（台場地域の特殊な状況） 

【台場地域の交通の現状】 

◆台場地域の区民は、レインボーブリッジを渡って区内の病院に通うにも、スポ

ーツセンターや芝浦港南地区総合支所に出かけるにも大変不便であり、費用負

担も大きいです。 

◆レインボーブリッジを渡るには、「ゆりかもめ」か「都営バス」を利用する以外

になく、自転車では渡れません。 

◆「ゆりかもめ」は、新橋駅まで片道 310 円もかかり、往復では 620 円になりま

す。新橋駅まで出ても、JR に乗り換えるのに時間がかかるため台場地域の区民

は、経済的及び時間的な負担が大きいです。 

◆「都営バス」で浜松町に出ても、田町・港南方面に行くには、やはり JR 乗り

換えとなり、田町駅まで片道で 330 円、往復 660 円もかかります。 

【シャトルバス計画の適性】 

◆「離れ島」であるがゆえ経路途中のバス停を必要としないため、点と点を結ぶ

シャトルバスに適しています。 

◆台場地域は日本有数の観光地であり、集客力に優れています。 

◆大企業がコンパクトに集積しており、民間活力を活用したバス運行の可能性が

あります。 

「港区地域交通サービス取組方針」にも合致 

新規交通手段の導入における「区内（企業出資等）のシャ

トルバスの導入」に該当します。（4 ページ参照） 

導入の目的 

台場地域住民の生活利便性の確保と台場地域企業の品川駅アクセスの要望を受け、集

客施設を中心とした民間企業がコンパクトに集積する台場地域の特性を活かし、民間

出資による台場地域～田町・品川駅を結ぶシャトルバス運行に向けて、住民と企業の

協力による、コミュニティバスではない新たな交通システム「台場シャトルバス」の

実現に向けて検討します。 

台場の地域交通を考える会 

台場住民の代表 16 名で、平成 21 年 3 月 24 日～10 月 21

日までに合計 5 回開催しました。 
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【台場地域の施設、台場シャトルバスのルート】 
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2. 港区地域交通サービス実施計画における台場シャトルバスの位置づけ 

新たな交通システムの検討 → 台場シャトルバス 

コミュニティバス（ちぃばす） 

出典）港区地域交通サービス実施計画 平成 21年 3 月 港区

【基本理念】 

・さまざまな人が使いやすい地域交通ネットワークの構築と持続的な交通体

系の整備を目指します。 

・これらにより、区民等の移動を容易にし、日常生活の利便性や福祉の向上、

地域の活性化等を図っていきます。 

【交通まちづくり】 

 区は、この基本理念を踏まえ、歩行空間や自転車の走行環境の整備を

進めるとともに、新たにコミュニティバスを導入して各地区総合支所な

どの公共施設をはじめ、病院や商店街などの生活関連施設を結び、鉄道

やバス等他の公共交通との乗り継ぎも考慮しながら、地域交通のネット

ワークを構築し、ひとと環境にやさしい交通基盤を整備していきます。

 この基盤を活用し、安全で安心なまちづくりや福祉のまちづくりを促

進するとともに、地域活動の活性化、高齢者や障害者等の社会参加の促

進、福祉サービスの向上、子育て支援、地球温暖化への対応など区民の

幅広いニーズに対応し、まちにかがやきとにぎわいを生み出し、まちを

はぐくむ「交通まちづくり」を進めます。 

なお、コミュニティバスは、高齢者や障害者、妊産婦をはじめとした

区民、港区で働く人、学ぶ人、訪れる人の区内での移動手段を支援する

公共交通手段の一つですが、地域交通に関する課題や区民等のニーズに

コミュニティバスだけで対応することは困難です。（巻末資料２） 
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3. 田町駅・品川駅のポテンシャル 

 

駅 特徴 

田町駅   ＪＲ山手線・京浜東北線・都営浅草線・三田線への乗換が可能 

  駅前に公共公益施設、都市公園、医療施設等が計画 

  都営バス、ちぃばすのターミナルとして機能 

品川駅   ＪＲ山手線・京浜東北線・横須賀線・東海道新幹線・京浜急行への乗換

が可能 

  新幹線で東海・近畿方面、京浜急行で羽田空港へのアクセスが可能 

  高速バスターミナル（東北、東海/近畿、中国/四国）も備えた交通拠点

 都営バス、ちぃばすのターミナルとして機能 

  駅前には大規模ホテルや企業が集積 

  JR 東日本の 1 日平均乗降人員は約 64万人（同社の駅では第 6 位） 

京浜急行電鉄の 1 日平均乗降人員は約 25万人（同社の駅では第 2 位） 
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4. 台場シャトルバスの導入の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆台場シャトルバスは、台場地域住民の生活利便性の確保、台場地域企業の品川駅ア

クセスの要望を受け、住民と企業の協力による新たな交通システムとして導入が検

討されました。 

◆台場シャトルバスの導入の効果は、台場地域をはじめとする港区区民の利便性向上

が第一に考えられます。また、交通ネットワークが強化されることにより、観光振

興やビジネス拠点としての魅力向上といった効果も期待できます。 

ａ）交通結節点である田町駅・品川駅と台場地域との接続により、台場地域への

来街者の増加、ひいては新規需要の掘り起こしが期待され、『暮らしの豊か

さ（ＱuoritｙＯｆＬife:生活の質）の向上』、『港区全体の交流促進と商業

振興』を生み出します。 

ｂ）東海道新幹線の品川駅、国際化された羽田空港へのアクセス向上により、観

光利用や業務利用による新規需要の掘り起こしが期待され、『台場地域の観

光振興』、『台場地域のビジネス拠点としての魅力向上』を生み出します。 
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台場地域住民の生活利便性の確保、台場地域企業の品川駅アクセスの要望を受け、住民と企業の協力に

よる新たな交通システムとして導入を検討 

台場地域の交通手段

や目的地の多様化に

よる、交通利便性の 

向上 

ちぃばすをはじめと

する公共交通ネット

ワークとの接続によ

る、港区広域からの 

アクセス向上 

東海道新幹線品川駅

／国際化された羽田

空港へのアクセス向

上 

住宅地から、公共公益

施設や生活利便施設

などへの外出頻度の

拡大 

短期：区民の暮らしの豊かさの向上 

長期：港区全体の交流促進と商業振興 

これまで台場に行き

たいけど、行きにくか

った港区広域のニー

ズに対応 

台場地域への観光利

用（特に関西方面か

ら）の増加に期待 

短期：台場地域の観光

振興 

長期：港区全体の観光

振興 

台場地域の魅力向上と港区全体の活性化 

以下４つのターゲットに対して、利便性向上と新規需要の掘り起こしが期待できる 

台場地域内の区民の

移動 

（台場地域からの移動） 

台場地域外の区民の

移動 

（台場地域への移動）

観光での移動 

（台場地域への移動）

業務での移動 

（台場地域への移動）

（台場地域からの移動） 

港区内のビジネス拠

点との接続性の向上 

台場地域と田町・品川

方面を結ぶビジネス

利用の増加に期待 

台場地域のビジネス

拠点としての魅力向

上 

① ② ③ ④ 
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ルート ①田町駅～台場地域 

②品川駅～台場地域 

運賃 200 円 

運行時間 ①田町ルート 7 時台～20 時台 

②品川ルート 7 時台～20 時台 

運行間隔 ①田町ルート 60 分間隔 

②品川ルート 30 分間隔 ※8:00～10:00（2h）は 4 便／h で検討中 

バス車両 中型バス（定員 56 名、座席 26＋立ち席 30） 

ルート図  

 
 

 

5. 運行計画案 
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（仮称）台場シャトルバス運営協議会は、台場の地域交通改善に向け、台場住民の代

表、台場企業の代表、バス運行事業者、区からなり、認可申請から運行、その後の事業

検証、運行改善など、台場シャトルバスに関する一切の事項を企画・運営する組織です。 

 なお、（仮称）台場シャトルバス運営協議会を設立する前に準備会を設立し、バス運

行事業者を募集するための実施計画（案）を策定します。 

 

 

【運営協議会のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 運営協議会のあり方 

運営協議会 

 

構成メンバー 

①台場住民の代表 

②台場企業の代表 

③バス運行事業者 

④区（事務局） 

主な役割 

① 実施計画の策定 

 （運賃、運行間隔、運行時間帯等）

② 広告・利用促進の企画 

③ 事業採算性の指標設定 

④ 事業の評価、検証、改善 

⑤ 事業全体の見直し 

（運行開始 3 年後） 

運行資金 

① 運賃収入 

② 企業の運行協力金 

③ 区の補助金（車両購入費）

（仮称）台場シャトルバス運行 
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◆『映画の前売りチケット』＆バス乗車券 

たとえば、映画のチケットと台場シャトルバスの往復乗車券がセットになったものを

映画チケット料金だけで販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆バス車内の広告 

たとえば、バス車内の広告には、額面ポスター、吊下ポスター、降車ボタンステッカ

ーなど多種多様な広告媒体があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 利用促進に関する企画案 

立 る乗客 まさ 前運転席 真うしろ
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月別利用者数推移（人） （単位：人）

 平成22年度 ４月 17,992     20,661     24,678     30,571     25,599     119,501   71,075     27,281     98,356     217,857   
５月 19,964     23,700     29,839     36,617     27,468     137,588   75,525     26,036     101,561   239,149   
６月 23,601     26,093     31,919     40,713     30,116     152,442   79,401     26,752     106,153   258,595   
７月 28,187     29,837     36,108     47,986     38,130     180,248   84,302     29,985     114,287   294,535   
８月 30,297     30,762     36,869     48,144     40,772     186,844   87,692     30,454     118,146   304,990   
９月 31,355     31,619     38,379     50,063     40,703     192,119   82,207     29,291     111,498   303,617   

１０月 29,573     29,778     35,843     47,711     35,409     178,314   79,077     27,298     106,375   284,689   
１１月 26,055     27,024     35,301     44,858     32,436     165,674   74,205     25,954     100,159   265,833   
１２月 24,957     25,064     34,312     44,020     31,058     159,411   72,159     25,511     97,670     257,081   

1月 23,453     25,863     29,766     40,695     29,247     149,024   65,593     22,244     87,837     236,861   
２月 23,430     25,124     30,654     41,337     30,387     150,932   66,422     21,969     88,391     239,323   
３月 26,752     25,173   31,718   43,908   32,352   159,903 66,101   22,794   88,895   248,798 

年度計 305,616   320,698   395,386   516,623   393,677   1,932,000 903,759   315,569   1,219,328 3,151,328 
 平成23年度 ４月 26,687     28,262     35,331     46,409     32,074     168,763   65,989     26,618     92,607     261,370   

５月 27,670     30,477     38,698     50,978     39,414     187,237   72,843     24,992     97,835     285,072   
６月 31,403     33,586     40,895     54,708     41,966     202,558   77,958     26,932     104,890   307,448   
７月 32,813     36,288     42,461     58,762     49,831     220,155   81,566     28,725     110,291   330,446   
８月 35,357     35,730     42,708     56,594     49,937     220,326   82,003     30,042     112,045   332,371   
９月 34 895 37 718 43 875 59 824 48 015 224 327 80 795 28 372 109 167 333 494

田町ルート 赤坂ルート高輪ルート 芝浦港南ルート

「ちぃばす」の利用者数

新規５
ルート合

計

芝ルート 麻布ルート 青山ルート ７ルート合計
２ルート合

計

資料 ４

９月 34,895     37,718   43,875   59,824   48,015   224,327 80,795   28,372   109,167 333,494 
年度計 188,825   202,061   243,968   327,275   261,237   1,223,366 461,154   165,681   626,835   1,850,201 

運行開始からの利用人数（総計） （単位：人）

3,438 4,530 5,354 5,893 6,621 25,836 4,008,936 1,643,232 5,652,168 5,678,004

305,616 320,698 395,386 516,623 393,677 1,932,000 903,759 315,569 1,219,328 3,151,328

188,825 202,061 243,968 327,275 261,237 1,223,366 461,154 165,681 626,835 1,850,201

497,879 527,289 644,708 849,791 661,535 3,181,202 5,373,849 2,124,482 7,498,331 10,679,533

７ルート合計

平成２１年度まで

高輪ルート 芝浦港南ルート 田町ルート
２ルート合

計
青山ルート

総計

平成２３年度

赤坂ルート芝ルート
新規５

ルート合
計

平成２２年度

麻布ルート





0102030405060708090

7:24

7:51

8:11

7:44

7:59

8:10

8:29

8:44

8:59

9:10

9:29

9:44

9:59

10:10

10:29

10:44

10:59

11:10

11:29

11:44

11:59

12:10

12:29

12:44

12:59

13:10

13:29

13:44

13:59

14:10

14:29

14:44

14:59

15:10

15:29

15:44

15:59

16:10

16:29

16:44

16:59

17:10

17:29

17:44

17:59

18:10

18:29

18:44

18:59

19:10

19:29

19:44

19:59

20:10

20:59



0102030405060708090

7:24

7:51

8:11

7:44

7:59

8:10

8:29

8:44

8:59

9:10

9:29

9:44

9:59

10:10

10:29

10:44

10:59

11:10

11:29

11:44

11:59

12:10

12:29

12:44

12:59

13:10

13:29

13:44

13:59

14:10

14:29

14:44

14:59

15:10

15:29

15:44

15:59

16:10

16:29

16:44

16:59

17:10

17:29

17:44

17:59

18:10

18:29

18:44

18:59

19:10

19:29

19:44

19:59

20:10

20:59



0102030405060708090

7:49

8:09

7:49

8:09

8:29

8:49

9:09

9:29

9:49

10:09

10:29

10:49

11:09

11:29

11:49

12:09

12:29

12:49

13:09

13:29

13:49

14:09

14:29

14:49

15:09

15:29

15:49

16:09

16:29

16:49

17:09

17:29

17:49

18:09

18:29

18:49

19:09

19:29

19:49

20:09



0102030405060708090

7:51

8:11

7:44

8:04

8:24

8:44

9:04

9:24

9:44

10:04

10:24

10:44

11:04

11:24

11:44

12:04

12:24

12:44

13:04

13:24

13:44

14:04

14:24

14:44

15:04

15:24

15:44

16:04

16:24

16:44

17:04

17:24

17:44

18:04

18:24

18:44

19:04

19:24

19:44

20:04



0102030405060708090

7:50

8:10

8:30

8:50

9:10

9:30

9:50

10:10

10:30

10:50

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

12:50

13:10

13:30

13:50

14:10

14:30

14:50

15:10

15:30

15:50

16:10

16:30

16:50

17:10

17:30

17:50

18:10

18:30

18:50

19:10

19:30

19:50

20:10



0102030405060708090

19:50

20:10



7:24

7:44

8:04

7:33

7:39

7:59

8:19

8:39

8:59

9:19

9:39

9:59

10:19

10:39

10:59

11:19

11:39

11:59

12:19

12:39

12:59

13:19

13:39

13:59

14:19

14:39

14:59

15:19

15:39

15:59

16:19

16:39

16:59

17:19

17:39

17:59

18:19

18:39

18:59

19:19

19:39

19:59

20:19

20:39

20:59

21:19

0102030405060708090



































































 1

第１０回 港区地域公共交通会議 

議事記録 

 

日時：平成 23年 10 月 18 日（火）午前 10：00～11：30 

場所：港区議会 議会棟 1階 第 5、第 6委員会室 

<次第> 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

１） 台場シャトルバス計画について 

① 台場シャトルバス計画について 

② 虹 01 系統との調整結果について 

２） コミュニティバス新規５路線の実証運行について 

① 実証運行に関する調査等のスケジュールについて 

② 利用者数について 

③ 移動実態調査結果について 

④ 利用満足度調査結果について 

４ 閉会 

 

<配布資料> 

  資料 1    台場シャトルバス計画について 

  資料 2    都バス（虹 01）と台場シャトルバスの比較 

  資料 3    港区コミュニティバス実証運行に関する調査等のスケジュール（案） 

資料 4    「ちぃばす」の利用者数 

資料 5    移動実態調査結果 

  資料 6    利用者の多い移動区間     

  資料 7    利用満足度調査結果 

  参考資料１  座席表 

  参考資料 2  港区地域公共交通会議設置要綱及び名簿 

  参考資料 3  港区地域公共交通会議作業部会設置要領及び名簿 

参考資料 4  港区地域公共交通会議（第九回）議事録 

参考資料 5   コミュニティバスの導入に関するガイドライン   

参考資料  「ちぃばす」ご利用案内 

 

<議事> 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

 

資料確認 
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会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員（代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

３ 議事 

それでは、まず議事１）台場シャトルバス計画について、事務局から説明を願う。 

 

１）台場シャトルバス計画について 

・資料１「台場シャトルバス計画について」により説明 

・資料２「都バス（虹 01）と台場シャトルバスの比較」により説明 

・参考資料５「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」により説明 

第 9回港区地域公共交通会議において、関東運輸局から、都バス（虹 01）との競合について、

既存事業者も含め全体的なネットワークとして検討するようご意見を頂いた。 

港区としても「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、公共交通ネ

ットワークを構築することが重要と考え、東京都交通局と調整を図ってきた。 

都バス（虹 01）の状況については、東京都交通局より説明をお願いする。 

 

虹 01 系統は平成 5 年、田町駅東口からレインボーブリッジまでの区間で運行を開始し、臨海

副都心における鉄道の補完的役割として平成 9年、浜松町駅からレインボーブリッジを経由し

てビックサイトに至る概ね現経路の路線となった。 

その後、りんかい線など鉄道網の充実により、虹 01 の役割は徐々に鉄道にシフトしている状

況である。 

虹 01 系統は当初から鉄道の補完的役割であったこと、運行開始以来不採算路線であったこと、

近年鉄道網が充実していることに加え、台場シャトルバスが運行することにより、経営環境は

さらに厳しくなると予想している。 

都営バスのバス事業全体において利用者が減少しているなか、限られた資源を有効活用し、効

率的な経営が求められている。新たな需要が望まれる地域・路線についてはサービスを充実し

ていく一方、役割が低下した路線は見直しをしていく必要がある。 

今後とも各自治体の意向を勘案しながら、また、都営バス路線の役割や整合性を踏まえながら、

地域と都営バスにとってメリットのある事業運営をしていきたい。 

都営バスとしては、港区と役割分担をしながら協力関係を構築するために引き続き協議をして

いきたい。 

 

ただいま、東京都交通局より、虹 01 系統の導入経緯や今後の方針について説明を受けた。港

区としても、台場地域の特性と台場地域住民・企業の意向を踏まえるとともに、台場地域の特

性に応じた交通ネットワークを考慮し、台場シャトルバスの運行事業者を募集する際には、将

来的に虹 01 系統の運行を補完する可能性について提案を受けることを要件に加え、バス運行

事業者を募集する。 

 

<質疑応答> 

 

港区の観光という観点では、台場地域の発展はめざましいものがある。台場シャトルバスの 2

ルートに都バス（虹 01）を加えた 3 路線を利用した観光需要の活性化が期待できる。この 3つ

のルートはいずれもレインボーブリッジを通るものであり、乗っているだけでも楽しめる路線

である。 
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委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員（代） 

 

委員（代） 

 

台場地域の住民の話では、交通の利便性や災害時の孤立化などで、港区民としての不公平感を

感じていると聞く。そういう意味では、台場シャトルバスは台場住民の念願であり、実現すれ

ば大きな効果を生むと期待している。 

一方、台場地域の住宅はほぼ整備が済んでおり、住宅地の今後大幅な増加は見込めない。その

ため、新規需要の取り込みを図り、持続的な運行を目指してほしい。 

 

台場地域住民のニーズをまず大事にして計画してほしい。 

（往路で）台場を目的地として向かう人を乗車したバスは、（復路の）帰りの便は空の状況に

なりえる。これは経営的に良くない。台場地域の住民が午前中に田町・品川方面へ行く手段と

して利用してもらい、往路・復路の双方で利用してもらえる経営を目指すべきである。 

 

経営的に良くしていく提案はあるか。 

 

資料１のｐ７で4つのターゲットが示されているが、このターゲットがどの程度利用するのか、

各ターゲットの評価指標を踏まえ、運行後の実態調査により利用状況を把握し、改善すること

が経営上大切である。 

 

採算性を追い求めすぎると労働条件が低下する。既存の虹 01 は採算性を追求したうえで運行

しており、その他に田町・品川の台場シャトルバスができるのは良いことだと思う。ただし、

基礎の土台が違うものが 3路線あって、運行が続いていくのか心配な面もある。バス運行に関

わる人達、働いている人達が生活の糧にしていけるようにしてほしい。 

 

ちぃばすは実証運行という段階を経て本格運行に移行するという仕組みだと思う。 

台場シャトルバスについて、運行・撤退の判断が必要である。継続して運行するためには新規

需要の掘り起こしが重要である。虹 01 の利用者を取り合うのではなく、新規需要をいかに台

場地域に取り込むかが大切である。ただバスを走らせるのではなく、たとえば関西から来る人

にどうＰＲするのかなど、ＰＲを含めた包括的な計画が重要である。 

 

関西から来る人は、品川や羽田を経て浜松町というように、まず港区に着地する。このような

着地型観光では、ガイドブックを手に入れて周遊されることが多い。情報誌に掲載する、観光

協会のウェブサイト、ＪＲ等からの情報発信など、お金のかからない、既存インフラを活用し

た細かくこまめな情報発信が必要である。観光協会のウェブサイトで掲示することは可能であ

る。 

 

周知については、港区としても関係者の方々と十分意見交換を行い、継続・発展的な運行を目

指していきたい。 

 

安全・円滑な運行ができれば、魅力的なルートになりえる。 

 

路線の競合については、今後も関係機関で協議を継続してほしい。都バス（虹 01）について、
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副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員（代） 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

結果としてなくなれば利用者の利便性が損なわれるため、そうならないように、利用者を確保

する工夫をしてほしい。その際、当局の基準がネックにならないように努力していきたい。 

 

品川や田町から台場地域に行こうとする場合、現状ではとてもアクセス性が悪い。台場シャト

ルバスの計画は台場地域にとっても港区にとっても大切であり、期待されている。シャトルバ

スなので現在の虹 01 路線の利用者を取ってしまうことはないのではないか。たしかに、路線

が増えれば既存ルートから移る可能性があるかもしれないが、それを言っていたら公共交通は

サービスを拡大できないという結論になってしまう。直接利用者を取り合う路線は問題だが、

今回の計画は、台場地域と田町・品川地域双方の発展にとって、とても大切である。 

資料で４つのターゲットがあると記載されているが、台場地域の住民だけでなく、国際機能を

有する台場へのアクセス向上として期待は大きい。 

ただし、今後の運行状況をみて、経営上望ましいサービス水準（たとえばダイヤ設定など）を

検証していく必要がある。 

 

競合区間における既存の都営バスの停留所は、台場シャトルバスと共有できるのか。また、台

場地域内の停留所はどうなのか。 

 

（台場シャトルバスは）シャトルバスのため、田町駅・品川駅と台場地域の間に停留所はない。

台場地域内では、資料２で着色している 4 つの停留所について、都営バスとの共有をお願いし

たいと考えている。東京都交通局と協議し円滑な交通を図りたい。 

 

その他に意見がないようであれば、各委員のご意見を踏まえ必要な修正を行い、資料１の計画

（事務局提案）をもとに運行事業者の公募を開始したいと考えているがよいか。 

 

異議なしのため、事務局提案をもとに運行事業者の公募を開始することについて了承を得た。

 

 

それでは、議事２）コミュニティバス新規 5路線の実証運行について、事務局から説明を願う。

 

①実証運行に関する調査等のスケジュールについて 

資料３ 港区コミュニティバス実証運行に関する調査等のスケジュール（案）を用いて説明

②利用者数について 

資料４ 「ちぃばす」の利用者数 を用いて説明 

③移動実態調査結果について 

資料５ 移動実態調査結果、資料６ 利用者の多い移動区間 を用いて説明 

④利用満足度調査について 

資料７ 利用満足度調査結果 を用いて説明 

 

<質疑応答> 

 

ただ今の事務局の説明に関して質問等あれば発言お願いする。 
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副会長 

 

 

 

事務局 

 

委員（代） 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

調査結果から最後の資料７について、たとえば職業別とか年齢別の階層を見ていくと住民の方

の層別の課題が見つかる。すぐ解決するのは別にして、せっかく調査をしたのだからそれに対

して何かあるとよい。 

 

これから詳細に層別の特徴をみて利用者の促進に取り組みたいと考えている。 

 

資料７の５ページ目について、改善をしてほしい点というところで色々あるのだが、その他と

いう項目に色々まとめてあるが、その他の項目が意外と多く、どういった内容が含まれている

のか。 

 

その他とあるが、まったく新しい事柄ではなく、１～１０の項目についての具体的な記載であ

ったり複合した表現であったりである。 

 

アンケートの問５と問６の改善してほしい点などに出ている８４０人とかの人数は延べ人数

か。満足している点などの項目で挙げている方のポイント（延べ人数）が多く、不満のほうが

少ないということはかなり満足しているということであり、乗っている方の満足度は結構高い

のか。 

また、この結果を踏まえ、どうやって新しいお客さんを増やしていくかということが重要であ

る。なかなかこのアンケートからでは分かりにくいが、どのようなことが考えられるか。 

 

一点目の有効の人数回答票についての質問だが、資料７の表紙にあるが、有効の回答数という

ことで合計５ルート 1,488 票、重複回答も含めているが、この票数がある中で、今度は設問の

項、良いと思う点、改善してほしい点と同一人物が重複して回答して結構だと考えていただき

たい。結果的には良いと言った方が改善してほしいと言った方の倍ぐらいという傾向にある。

続いて新規客について、昨年も同様の調査をしている。昨年との比較も含めながらより良い分

析をして利用者層の拡大、層別化や時間帯等も分析しながら、利用者の通勤や通学、趣味や高

齢者の移動、病院等も分析したうえで利用者の利用促進に向けた取り組みをしていきたいと考

えている。 

 

待機児童の問題では、「ちぃばす」は支所毎に路線が組まれているが、実際に空いている保育

園に通うには支所を超えた通園となる。例えば、現在空いている保育園としては、青山や麻布

の保育園は空きがある。しかし、港南や高輪の保育園はいっぱいである。従って、現在は高輪

から飯倉まで通っているが、「ちぃばす」のルートがない。つまり、空いている保育園に通う

にも、ルートが通っていないため利用できない状況もあることから、一概に運行時間を延長す

れば解決するということでもない。ただ、ルートを変更することは、非常に大変であるため、

実際の子育てのニーズを把握して、課題解決に向けて検討して欲しい。 

 

今後の改善等に向けて何かあるか。 

 

運行間隔について、狭めることはできるのか。 
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員（代） 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

現在、田町ルート以外は 20 分間隔で、田町ルートは１５分間隔である。現在は実証運行期間

ということで、新規５路線については 20 分間隔としているが、資料４を見ていただくと、利

用者数にかなりばらつきがある。今、高輪ルートが非常に増えており、対策のひとつとして、

今まで小型で運行していたが中型を入れて混雑の緩和というような対策をしている。ゆくゆく

利用者が伸びるようであれば、運行間隔についても考慮しいきたいと考えている。 

 

中型と小型があるのか。 

 

現在は小型と中型のバスを使用しており、小型については 35名の定員、中型については 56 名

の定員である。しかし、ルートによってはどうしても道路幅員が狭く、例えば麻布ルートの新

坂のように小型車両でなければならないというようなこともある。一方、高輪ルートのように

中型車両でも通行可能なルートもあり、それは交通規制上の制約や道路的な条件によって、車

両の選別をしているところである。 

 

私は芝ルートをほとんど利用しているのだが、芝ルートは中型でなくとも小型で十分でない

か。 

 

高輪ルートの利用者数が非常に増加したことや、芝ルートでは交差点が多く小型のほうが運行

に適しているということから、7月 16 日から芝ルートでは４台中２台を中型から小型に変更し

ている。 

 

改善してほしい点で、料金に対する改善のというのは具体的にどういったことか。 

 

回答用紙が極めてシンプルな択一式になっており、「料金」というところまでで、それを「い

くら」というところまでは記述できないようになっている。当方としては 100 円が妥当な料金

であると考えているが、それでも安くして欲しいという方がいるのか、あるいは子供料金の設

定ということで書いている方がいるのか、ということが色々な意見から想像できる。 

 

継続ができるかどうかというのが大事だと思うが、先ほどの台場シャトルバスにもあったが、

資料 7の６ページを見ると、区民の為のバスということなので当然区民の方の量が多いという

ことはあると思うが、やはり区民外に知られていないという感じがする。これは、お勤めの方

もほとんど知らないということが考えられ、そのことに関して何かあるか。 

 

区内の方と区外の方の割合はアンケートであるため正確なところではないと思うが、青山ルー

トや芝ルートでは比較的区外の方が多くなっている。港区のコミュニティバスの特徴の一つで

あると思うが、区外の方にも乗ってもらって収入を得てサービスを良くしていくというところ

だと思うので、こういうに区外利用者の多いルートとそうではないルートがある。ぜひクロス

集計し、見せてもらいたい。芝ルートは区外の方がすごく多く、一方で年齢をみると６０代以

上の方も結構多い。割合としては他ルートと同じくらいであるが、多くなっている。なんとな

く区外の方が多いところは若い人、働いている人が多いのかと思うとそうでもない。この辺り

がクロスしていくとどうなっていくのかというのを今後調べていただきたい。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

会長 

 

副会長 

 

 

 

 

委員（代） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

実際運行を担当している立場から何かないか。 

 

利用満足度調査結果を見てしみじみ感じるところもあるが、新しい需要を作り出す、掘り起こ

すということでみると、以前から話は出ているが通園・通学のお子さんの利用、これらの人数

はかなり少なくなっている。これらのお子さん達に乗っていただくとなると、改善事項にもあ

るが、運行ルート、運行時間、運行間隔、この辺が非常に影響しているのではないかと思う。

その辺は実証運転中なので、今後改善して多くの方、広い層に乗っていただけるようなバスに

なると考えている。また改善事項の中で非常に身にしみる部分は、車内放送の満足度が低いと

いう結果を見て、この点については乗務員に話をしているが、都バスでは非常にきめ細かい案

内をしており、「ちぃばす」はなぜ、そのような案内ができないかと日頃から言っている。運

転手によっては非常に満足できる評価を受ける運転手もいるようであるが、まだできていない

運転手もいるということで、再度しっかり指導していきたいと考えている。 

 

車内放送については確かに慣れている方と慣れていない方の差はある。せっかくの「ちぃばす」

だから港区の中のことをもう少し勉強していただいて、いろいろな情報を口頭で伝えられるよ

うになったら良いと思う。 

 

他に何かあるか。副会長から何か。 

 

アンケートでこれからますます具体的なことが分かってくると思うが、サービス水準を上げれ

ば利用するようになるが、逆に採算性とかの問題も出てくる。採算分岐点がどの辺かというこ

とを注意する。従来からサービスしているところのお客様を取ってしまうことにならないか、

色々ときめ細かく考えていきたい。 

 

資料と説明の感想であるが、お客様が増えているということで見させていただいた。「ちぃば

す」の利用者が増えているということは、もしかして既存のバスから移っている方がいるのか、

という感想である。一般論の話であるが、別のコミュニティバスだとバス停を一緒に使うこと

で、コミュニティバスが停車していると既存のバスが停車できないとい問題も別の区ではあ

る。今後どういった検討をするのかはわからないが、今後検討される際にはそういった、運行

面での安全性などについては配慮していただきたい。 

 

バス停については、特に港区内は交通が激しい地域である。例えば、先日六本木通りで工事の

為に、都バスの停留所を移設しなければならなかったが、区民からは「ちぃばす」と共有でき

ないかということであった。都バスは一日 257 便も走行している関係から、どうしても利用者

に迷惑をかけないようバス停を移動した。何よりも利用者の安心・安全を第一と考えているた

め、そのことで利用者に迷惑をかけることもあるが、安心・安全を交通局と一緒に考えていき

たいと思っている。 

 

特にないようであれば議題を打ち切りたい。 

ただ今の事務局の説明や関連事項に関して、ご意見等承ったわけであるがが、これらの各委員
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

の指摘を踏まえ、軌道修正するということで、資料３から７について了承いただきたい。 

 

一同 異議なし 

 

それでは、「ちぃばす」新規５路線が実証運行から本格運行に移行できるよう、今後とも本日

を踏まえて作業して欲しい。 

 

他に意見がなければ、議論を終了したい。 

事務局に進行を返します。 

 

４ 閉会 

 

これを持って交通会議及び作業部会を閉会する。 
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出席者名簿 

 委員氏名 部署 出欠 

港
区
地
域
公
共
交
通
会
議 

内藤 克彦  港区 副区長 出席 

村上 正明  東京都 交通局 自動車部 計画課長 代理 

梶田 仁  株式会社フジエクスプレス 執行役員業務部長 出席 

藤﨑 幸郎  社団法人 東京乗用旅客自動車協会 専務理事 代理 

平林 光政  社団法人 東京バス協会 専務理事 代理 

菅野 弘一  港区議会 議長 出席 

近藤 まさ子  港区議会 交通・環境等対策特別委員会 委員長 出席 

中村 喜一  港区老人クラブ連合会 会長 欠席 

堀 信子  港区心身障害児・者団体連合会 会長 出席 

須永 達雄  港区商店街連合会 会長 欠席 

前田 伸  港区観光協会 会長 出席 

小矢島 応行  国土交通省関東運輸局 東京運輸支局 首席運輸企画専門官（輸送担当） 代理 

福田 智  東京都交通運輸産業労働組合協議会 バス部会事務長東京交通労働組合 自動車部長 出席 

新村 和彦  港区 特定事業担当部長 出席 

椎名 康雄  警視庁 交通部 交通規制課 課長代理 副参事 代理 

髙橋 洋二 日本大学総合科学研究所 教授 出席 

寺内 義典  国士舘大学理工学部  准教授 出席 

港
区
地
域
公
共
交
通
会
議 
作
業
部
会 

－  芝地区総合支所 まちづくり担当課長 出席 

－  麻布地区総合支所 まちづくり担当課長 出席 

－  赤坂地区総合支所 まちづくり担当課長 出理 

－  高輪地区総合支所 まちづくり担当課長 出席 

－  芝浦港南地区総合支所 まちづくり担当課長 出席 

－  国道 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課 専門員 出席 

－  都道 東京都第一建設事務所 管理課 占用係長 欠席 

－  区道 港区街づくり支援部 土木施設管理課 占用係長 出席 

－  愛宕警察署 交通課 交通規制係 係長 出席 

－  三田警察署 交通課 交通規制係 係長 出席 

－  高輪警察署 交通課 交通規制係 統括係長 出席 

－  麻布警察署 交通課 交通規制係 係長 出席 

－  赤坂警察署 交通課 交通規制係 係長 欠席 

－  東京湾岸警察署 交通課 交通規制係 総括係長 出席 

事
務
局 

冨田 慎二  港区街づくり支援部 土木計画・交通担当課長 出席 

大浦 勤  港区街づくり支援部 土木課 交通対策担当係長 出席 

金子 信司  港区街づくり支援部 土木課 交通対策担当係長 出席 

小林 和久 港区街づくり支援部 土木課 交通対策担当 出席 

 

 


